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改
正
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条
例
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あ
ら
ま
し
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山
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部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
七
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人
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課
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新
た
な
教
育
委
員
会
制
度
へ
の
移
行
後
に
お
け
る
教
育
長
の
職
務
及
び
職
責
に
鑑
み
、
教
育
長
の

給
料
の
額
を
月
額
八
十
九
万
円
に
引
き
上
げ
る
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
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例

　

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。
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の
一
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を
改
正
す
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条
例

　

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
七
十
九
万
円
」
を
「
八
十
九
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
等
）

1
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育

長
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成

三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
料
の
内
払
）

2
	　

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
教

育
委
員
会
教
育
長
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
は
、
改
正
後
の

条
例
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
内
払
と
み
な
す
。
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